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地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課
都道府県民生主管部（局）
国 民 健 康 保 険 主 管 課 （ 部 ） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の
一部改正についての差し替えについて（依頼）

先般お送りした「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について（平成26年６月30日付け保医発0630第２号）について、誤りがご
ざいましたので、差し替えをお願いいたします。



修正後 修正前

別添２ 略称を追加

別添４

削除

※平成26年6月30日付保医発0630第2号ですでに追
加していたため、削除するもの。
削除に伴い、番号が１繰り下がる。

９　別表のⅡの064(１）①中「「脊椎ケージ」」の次に
「「体内固定用プレート」」を加える。

別添４
25　別表のⅡの123(３)②の次に次のように加える。

26　別表のⅡの132(３)③に次のように加える。

別添４

28  別表のⅡの133(１)中「血栓除去用カテーテル（７
区分）」を「血栓除去用カテーテ　ル（８区分）」に改
め、「冠動脈カテーテル交換用カテーテル（１区分）
及び体温調　節用カテーテル（１区分）」を「冠動脈カ
テーテル交換用カテーテル（１区分）、体温調節用カ
テーテル（１区分）及び脳血管用ステントセット（１区
分）」に改め、「4　7区分」を「49区分」に改める。

29  別表のⅡの133(１)中「血栓除去用カテーテル（７
区分）」を「血栓除去用カテーテ　ル（８区分）」に改
め、「冠動脈カテーテル交換用カテーテル（１区分）
及び体温調　節用カテーテル（１区分）」を「冠動脈カ
テーテル交換用カテーテル（１区分）及び　脳血管用
ステントセット（１区分）」に改め、「47区分」を「49区
分」に改める。

別添４

31　別表のⅡの133(21)の次に次のように加える。
　　 (22)脳血管用ステントセット
     　定義
　　　次のいずれにも該当すること
　①　薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具
（07）内蔵機能代用器」であって、一　般的名称が
「脳動脈ステント」であること。
　②　頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式
血管形成術用カテーテルを用いた経皮　的血管形
成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急
性閉塞若しくは切迫閉　塞に対する緊急処置又は他
に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治
療を目　的として使用するバルーンカテーテルであ
ること。

32　別表のⅡの133(21)の次に次のように加える。
　　　次のいずれにも該当すること
　①　薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具
（07）内蔵機能代用器」であって、一般的名称が「脳
動脈ステント」であること。
　②　頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式
血管形成術用カテーテルを用いた経皮　的血管形
成術において、血管形成術時に生じた血管解離、急
性閉塞若しくは切迫閉　塞に対する緊急処置又は他
に有効な治療法がない場合の血管形成術後の再治
療を目　的として使用するバルーンカテーテルであ
ること。

修正前後対応表


























































































